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島本町教育委員会 会議録（令和２年第７回 定例会） 

日 時 
令和２年６月５日（金） 

 午前９時３０分 ～ 午前１０時２０分 

場 所 島本町役場地階 第五会議室 

出 席 者 持田教育長、髙岡教育委員、藤田教育委員、西山教育委員、森田教育委員     

岡本部長、安藤次長兼教育総務課長、川畑次長 

（教育総務課）島本主査 

（教育推進課）山田課長、佐々木参事 

（子育て支援課）南田課長 

（生涯学習課）奥野課長 

委 員 及 び 

事 務 局 職 員 

欠 席 者     

委 員 

議 題 及 び 

議 事 の 趣 旨 

第２２号議案  令和２年度教育費補正予算（案）について 

第２３号議案  島本町立小・中学校結核対策委員会委員の委嘱について 

第２４号議案  島本町特別支援委員会委員の委嘱について 

第２５号議案  島本町いじめ等対策委員会委員の委嘱について 

議 決 事 項 第２２号議案、第２３号議案、第２４号議案、第２５号議案 

教 育 長 の   

報 告 の 要 旨 
別紙議事録のとおり 

そ の 他 傍聴者１名 
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教育長       本日、出席者は５名です。定数を満たしておりますので、令和２年

第７回教育委員会定例会を開会いたします。 

お諮りいたします。会議録署名委員は、島本町教育委員会会議規則

第１７条の規定により、西山教育委員に決定してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       ご異議がないようでございますので、会議録署名委員は、西山教育

委員に決定いたしました。よろしくお願いいたします。 

   それでは、第２２号議案「令和２年度教育費補正予算（案）につい

て」を議題といたします。 

   事務局の説明を求めます。 

次長兼教育総務課長  それでは、第２２号議案「令和２年度教育費補正予算（案）につい

て」ご説明いたします。本議案は、６月定例会議に提出予定のもので

ございます。 

歳入でございます。款）国庫支出金、項）国庫補助金、目）教育費

国庫補助金、教育総務費補助金、学校臨時休業対策費補助金の１４２

万５千円の増額につきましては、保護者負担軽減のため３月２日から

春休みまでの臨時休業期間の学校給食費の保護者への返還や食材費の

ロス等により学校設置者の負担となる費用に対し、国が補助を行うも

のでございます。学校施設整備費補助金のうち、公立学校情報機器整

備費補助金の７，９２９万円の増額につきましては、町立学校のＩＣ

Ｔ整備に係る児童及び生徒用機器等購入に係る特定財源で、新型コロ

ナウイルス感染症対策による臨時休業等を踏まえ、令和５年度までに

整備するものとされていたものを前倒しで令和２年度中に整備するた

めのものでございます。その下の家庭学習用通信機器整備支援事業補

助金の１３０万円の増額につきましては、緊急時における家庭でのオ

ンライン学習環境の整備として、インターネット環境が整っていない

世帯に貸与する無線ルーター等の購入に対する特定財源でございます。

合計で８，２０１万５千円の増額をするものでございます。 

歳出でございます。教育費はそれぞれの目で記載のとおり総額で１

億４，８５４万１千円でございます。事務局費のうち、負担金、補助

及び交付金の学校給食費返還等事業補助金１９０万１千円の増額は、

３月の臨時休校により給食を停止し、食材費でロスが発生した分等の
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保護者負担分を軽減するため、島本町学校給食会に補助するものです。

その下の、就学援助認定世帯臨時特別給付金５００万円の増額は、新

型コロナウイルス感染症の影響を受けて、より厳しい経済状況となっ

ている就学援助費を受給されている世帯を支援するため、「就学援助

世帯臨時給付金」を支給することとしたものでございます。その下の、

需用費の研修資料２０万９千円の減額は、新型コロナウイルス感染拡

大防止のため、例年実施している中学２年生の職場体験事業を本年度

は行わないため、報告書作成のための印刷製本費を減額するものです。

その下の小学校の教育振興費の備品購入費の児童用情報機器等１億９

４５万８千円及び２行下の中学校の教育振興費、児童用情報機器等４，

１９１万６千円の増額は、新型コロナウイルス感染症対策による臨時

休業等を踏まえ、令和５年度までに児童生徒１人１台の端末を整備す

るものとされていたものを前倒しで令和２年度中に整備するものでご

ざいます。また、緊急時における家庭でのオンライン学習環境の整備

として、インターネット環境が整っていない世帯に貸与するモバイル

ルーター等の購入も併せて行うものでございます。学校管理費の報酬

の町立小・中学校嘱託医３８万円の減額につきましては、当初、第一

中学校では、生徒数に鑑み内科医と歯科医を２名ずつ見込んでいまし

たが、１名ずつでよくなったことによるものでございます。幼稚園費

の報酬の２３５万１千円の減額及び職員手当等１７万８千円の減額は

人事院勧告に伴う報酬の引き上げに伴う増額及び育休代替職員の不配

置によるものでございます。社会教育総務費の報酬の社会教育委員６

万７千円の減額、青少年費の報償費３４万３千円の減額、報酬の５万

９千円の減額、委託料の４５万９千円の減額、文化財保護費の旅費の

８千円及び１万２千円の減額、２行下の負担金、補助及び交付金の５

０万円の減額、歴史文化資料館管理費の報償費３万円及び役務費１万

９千円の減額、生涯学習費の報償費４万円の減額、図書館費の報償費

２万円の減額、スポーツ推進費の需用費２０万円、委託料８１万８千

円、その下の委託料４９万５千円の減額は、いずれもコロナ禍により

事業を実施しなかったことによるものでございます。 

社会教育総務費の負担金、補助及び交付金の１８万円の減額は、社

会教育関係団体の認定申請をされなかったことに伴うものでございま
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す。４行下の青少年費の委託料２５３万円の減額は、旧キャンプ場の

撤去を次年度以降に見送ったことによるものでございます。文化財保

護費の報酬３４万６千円の減額は、４、５月に欠員だったため減額す

るものでございます。３行下の需要費３８万５千円の減額は、報告書

の作成を次年度以降に見送ったことによるものでございます。スポー

ツ推進費の報酬１０万５千円の減額は、４、５月に欠員だったため減

額するものでございます。総額で、１億４，８５４万１千円でござい

ます。 

以上、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。 

よろしくご審議いただき、ご可決賜わりますようお願いいたします。 

教育長       これより、本案に対する質疑を行います。質問がある方は、挙手を

お願いいたします。 

教育委員      事務局費の負担金、補助及び交付金の就学援助認定世帯臨時特別給

付金ですが、就学援助認定世帯というのはどのような世帯を指すのか、

一人当たりいくらで何名を予定しているか教えてください。 

          また、教育振興費の校内ネットワーク整備事業について、１人１台

タブレットを整備ということですが、タブレットのスペックはどの程

度を予定していますか。 

          幼稚園費では、ネットワーク環境について予算計上されていません

が、現在ネットワーク環境は整っているのか、現在は必要がないと判

断されているのか教えてください。 

次長兼教育総務課長  就学援助制度は、低所得者の方が就学に困らないように就学に係る

費用を支援するもので、世帯の前年所得が本町の定める認定基準額よ

りも低い世帯が認定世帯となります。速やかにコロナの影響を受けた

世帯を支援するということで、令和元年度に就学援助費を受給してい

た世帯を対象に、児童生徒１人の世帯に対し３万円、児童生徒が１名

増えるごとに１万円を加算し、支給する予定です。世帯としましては、

ひとり親家庭での臨時給付金で既に同内容の支給がなされていますの

で、その世帯を除く１３２世帯を見込んでいます。 

          また、校内ネットワーク整備事業のタブレットのモデルについては

現在検討中ですが、教職員の方の意見も聞きながら最終的に判断して

まいります。各校の状況としまして、小学校はタブレット端末が４０
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台、中学校はパソコン教室にタブレット端末を含め８０台ございます。

タブレットは今度中に整備をするという計画ですので、もし秋冬に新

型コロナウイルス感染拡大の第２波、第３波が来たとしても、全ての

児童生徒に町から端末を貸し出すことは不可能であることから、ご家

庭の端末の活用にご協力いただきながらオンライン授業も取り入れて

いく予定です。また、インターネット環境のない家庭についても、ル

ーターの貸出しを予定しておりまして、今回貸出用のＷｉ－Ｆｉルー

ターを１３０台購入するための予算を計上しているところです。なお、

通信費について現在検討を進めております。 

子育て支援課長   幼稚園については、現在ネットワーク環境の整備は行っておりませ

ん。幼稚園における教育活動としては、集団保育を行うことが主たる

目的となっていますので、ネットワークを使った取組については、今

後慎重に検討してまいります。 

教育委員      校内ネットワーク整備事業について、今回予算を計上されています

が、１人１台のタブレット端末やルーターについて、この予算で収ま

る予定なのでしょうか。 

次長兼教育総務課長  今後のスケジュールについて改めて説明させていただきます。本予

算につきましては、今回６月の定例議会に上げさせていただきまして

ご可決賜りましたら、７、８月くらいに発注していきたいと考えてお

ります。タブレット端末購入に係る歳入については、昨年度の５月１

日付けの児童生徒数のうち３分の２の台数が補助対象となっていると

ころですが、現在の児童生徒数と差がありますので、歳出の方では今

年度の５月１日付けの児童生徒数及び予備を含めた数で予算計上させ

ていただいております。貸出しのルーターについても、アンケート調

査の結果、インターネット環境がないのは６４世帯でしたので、予備

を各校１０台程度見込み、１３０台で予算計上させていただいており

ます。 

教育長       ほかございませんでしょうか。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

   それでは、お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することに

ご異議はございませんでしょうか。 
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（「異議なし」の声あり） 

教育長       ご異議がないようでございますので、可決することに決しました。 

それでは、第２３号議案「島本町立小・中学校結核対策委員会委員

の委嘱について」を議題といたします。 

   事務局の説明を求めます。 

次長兼教育総務課長  それでは、第２３号議案「島本町立小・中学校結核対策委員会委員

の委嘱について」ご説明いたします。 

島本町立小・中学校結核対策委員会につきましては、町立小・中学  

校における結核対策の充実を図るために設置する機関です。主に、町

立小・中学校における結核検診の実施状況及び結果を把握し、精密検

査の対象となる児童生徒の管理方針を検討しています。今回、令和２

年度の精密検査の対象となる児童・生徒の選定に当たりまして、会議

を開催する必要があることから、委員の委嘱につきまして、ご審議を

お願いするものです。 

委員の構成につきましては、島本町立小・中学校結核対策委員会規  

則第２条に規定しております。結核の専門家又は呼吸器系疾患の医師

としまして、栗山隆信医師を、町立小・中学校の学校医又は高槻市医

師会が推薦する者としまして、中小路隆裕医師を高槻市医師会から推

薦いただきました。また、大阪府茨木保健所の長又は長が推薦する者

としまして、西田伸子参事兼地域保健課長を茨木保健所から推薦いた

だきました。町立小・中学校長としましては、第一小学校の川口校長

教諭が、町立小・中学校の養護教諭としましては、第二小学校の藤河

教諭が今年度の担当となっております。 

任期につきましては、島本町立小・中学校結核対策委員会規則第３  

条に規定しており、令和３年３月３１日までです。 

以上、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。 

よろしくご審議いただき、ご可決賜わりますようお願いいたします。 

教育長       これより、本案に対する質疑を行います。質問がある方は、挙手を

お願いいたします。 

教育委員      新しい方と再任の方を教えてください。 

次長兼教育総務課長  今回再任となっていますのは、栗山医師、中小路医師、西田参事で

ございます。各小学校の校長と養護教諭は新規となっています。 
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教育委員      再任の方はどのくらいの年数委員をされているのですか。 

次長兼教育総務課長  現在、年数が分かる資料は持ち合わせておりませんが、栗山医師は

結核の専門家として、中小路医師は学校医として長くご指導いただい

ています。西田参事については、昨年度に引き続きということになっ

ています。 

教育委員      昨年度対象児童生徒は何名いたか、会議は何回開催したかを教えて

ください。 

次長兼教育総務課長  昨年度の精密検査対象児童生徒は２名で、検査の結果り患はござい

ませんでした。会議の開催は年に１回となっています。 

教育長       ほかございませんでしょうか。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

   それでは、お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することに

ご異議はございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       ご異議がないようでございますので、可決することに決しました。 

それでは、第２４号議案「島本町特別支援委員会委員の委嘱につい

て」を議題といたします。 

   事務局の説明を求めます。 

教育推進課参事   それでは、第２４号議案「島本町特別支援委員会委員の委嘱につい

て」ご説明いたします。 

本町特別支援委員会は、教育上配慮を要する障害のある幼児・児 

童・生徒に対し、その障害の実態を把握し、適正な支援を行うことを

目的として、特別支援に関する判断を導き出す機関でございます。 

今回、令和３年度の支援学級及び通級指導教室の設置に向けて、  

その対象となる幼児・児童・生徒の支援等に関わりまして、会議を開

催する必要があることから、委員の委嘱につきまして、ご審議をお願

いするものです。 

委員の構成につきましては、島本町特別支援委員会規則第２条に規

定しております。「学識経験を有する者」としまして、大阪府立高槻

支援学校の宇城恵太教諭を学校長から推薦いただきました。「町立

小・中学校の学校医又は高槻市医師会が推薦する者」としまして、中
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小路隆裕医師を高槻市医師会から推薦いただきました。「町立小・中

学校の教職員」としましては、今年度の担当として、校長からは中村

校長と松本校長に、教頭からは、万代教頭と飯島教頭に、教諭からは

支援教育コーディネータを務めている永田教諭と藤原教諭にお願い

したところであります。 

任期につきましては、島本町特別支援委員会規則第３条に規定して 

おり、令和３年３月３１日まででございます。 

以上、簡単ではございますが、説明を終わります。 

よろしくご審議いただき、ご可決賜りますようお願いいたします。 

教育長       これより、本案に対する質疑を行います。質問がある方は、挙手を

お願いいたします。 

教育委員      今年度の新１年生では、対象児童は何名いましたか。 

教育推進課参事   ２９名となっています。 

教育委員      第一小学校からの選出がありませんが、問題ありませんか。 

教育推進課参事   別紙のローテーション表に基づいて学校から選出しておりまして、

毎年一つの小学校から選出がないこととなりますが、もし委員として

選出されていない小学校の児童が対象となりましたら、その学校の教

員についても参加していただくこととなります。 

教育委員      再任されているのはどなたですか。 

教育推進課参事   中小路医師、中村校長、万代教頭が再任となります。中村校長は支

援教育研究会会長を務めていることから、万代教頭は昨年度第四小学

校の教頭であったことから、ローテーション表の関係で再任となって

います。 

教育長       ほかございませんでしょうか。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

   それでは、お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することに

ご異議はございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       ご異議がないようでございますので、可決することに決しました。 

それでは、第２５号議案「島本町いじめ等対策委員会委員の委嘱に

ついて」を議題といたします。 
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   事務局の説明を求めます。 

教育推進課参事   それでは、第２５号議案「島本町いじめ等対策委員会委員の委嘱に

ついて」ご説明いたします。 

現在設置している教育委員会の附属機関「島本町いじめ等対策委員 

会」の令和２年度島本町いじめ等対策委員である大阪府教育委員会ス

クールソーシャルワーカーの西野緑氏が一身上の都合により委員を辞

退され、委員に欠員が生じたため、再度、委員の選定を行う必要があ

ることから、委員の委嘱について審議をお願いするものです。 

本委員会は、町立小中学校におけるいじめ等の実態把握や有効な対

策等を検討することのほか、重篤ないじめ事案が発生した際、客観的

な事実関係の調査が必要とされる場合に調査主体となる組織となりま

す。委員の選任に当たり、専門的な知識、経験を有する方で、委員の

公平性及び中立性を担保するという観点に立ち、現在、大阪府教育委

員会チーフスクールソーシャルワーカーの大松美輪氏にお願いしたと

ころでございます。任期は令和３年３月３１日まででございます。 

以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。 

よろしくご審議いただき、ご可決賜りますようお願いいたします。 

教育長       これより、本案に対する質疑を行います。質問がある方は、挙手を

お願いいたします。 

教育委員      この委員会は、いじめ等の問題があったときに招集して対応を検討

するということでよろしかったでしょうか。また、そうした事例で招

集したことはありますか。 

教育推進課参事   重篤事案があれば緊急で招集いたしますが、そうした事案がなくて

も、専門的な立場から島本町の取組に指導助言を頂くために年に２回

開催をいたします。また、本委員会については、平成２４年度から立

ち上げていますが、緊急で招集したことはありません。 

教育委員      ほかの委員からも質問がありましたが、こうした委員の委嘱の際に

は、新任と再任の別が分かるような資料にしていただければと思いま

す。 

教育推進課参事   今後対応いたします。 

教育長       ほかございませんでしょうか。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 
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教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

   それでは、お諮りいたします。本案は原案のとおり可決することに

ご異議はございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       ご異議がないようでございますので、可決することに決しました。 

   以上をもちまして、本日の議事は、全て終了いたしました。 

   これをもちまして令和２年第７回教育委員会定例会を閉会いたしま

す。 

    

 


